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２５２５の
税
率
な
ど
が
改
定
に
な
り
ま
し
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年
度
市
民
税
・
都
民
税
の
納

２５
税
通
知
書
を
６
月　

日
（
月
）
に

１０

発
送
し
ま
す
。
今
回
発
送
す
る
納

税
通
知
書
は
、
市
民
税
・
都
民
税

を
個
人
で
納
付
（
普
通
徴
収
）
す

る
方
が
対
象
で
す
。

対
象
と
な
る
方

　

①　

年
分
所
得
税
の
確
定
申
告

２４

書
ま
た
は　

年
度
市

２５

民
税
・
都
民
税
申
告

書
を
提
出
し
た
方

　

②　

年
分
の
給
与

２４

収
入
や
公
的
年
金
な

ど
の
支
払
報
告
書
が
勤
務
先
な
ど

か
ら
市
役
所
へ
提
出
さ
れ
、
市
民

税
・
都
民
税
を
個
人
で
納
付
す
る

方

国
民
健
康
保
険
財
政
は 

危
機
的
状
況
で
す

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、

病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に
加
入

す
る
皆
さ
ん
の
経
済
的
負
担
を
抑

え
、
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
保
険
と
し
て
制
度
化
さ

れ
た
も
の
で
す
。
国
保
制
度
は
財

源
を
国
や
都
な
ど
の
公
費
に
よ
る

負
担
と
、
加
入
者
の
皆
さ
ん
か
ら

納
め
て
い
た
だ
く
国
保
税
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
近
年
、

急
速
な
高
齢
化
や
医
療
技
術
の
高

度
化
に
伴
う
医
療
費
の
高
騰
に
よ

り
、
市
町
村
の
国
保
は
極
め
て
厳

し
い
財
政
運
営
を
強
い
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

東
久
留
米
市
の
国
保
会
計
も
同

様
に
厳
し
い
財
政
運
営
に
な
っ
て

い
て
、
一
般
会
計
か
ら
の
赤
字
補

て
ん
分
の
繰
り
入
れ
（　

年
度
決

２３

算
で
は
、
４
億
５
０
０
０
万
円
）

な
ど
に
よ
り
収
支
が
保
た
れ
て
い

ま
す
。

　

年
度
国
保
税
の 

２５税
率
改
定
に
つ
い
て

　
　

年
度
は
一
般
医
療
費
の
伸
び

２５
を
約
３
億
３
０
０
０
万
円
と
見
込

ん
で
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
約　
５０

％
に
つ
い
て
は
国
や
都
か
ら
の
交

付
金
や
負
担
金
で
賄
う
こ
と
が
可

能
で
す
が
、
残
り
半
分
の
約
１
億

６
５
０
０
万
円
に
つ
い
て
は
、
保

険
税
の
引
き
上
げ
に
よ
っ
て
対
応

す
る
の
が
基
本
で
す
。
し
か
し
、

そ
の
全
て
を
保
険
税
の
引
き
上
げ

に
よ
っ
て
補
お
う
と
す
る
と
、
１

人
平
均
で
年
間
４
０
０
０
円
以
上

の
保
険
税
の
引
き
上
げ
が
必
要
で

す
。
そ
こ
で
、
今
年
度
は
税
率
を

左
表
の
通
り
改
定
し
、
改
定
総
額

約
８
１
０
０
万
円
を
引
き
上
げ
、

残
る
約
８
４
０
０
万
円
は
国
民
健

康
保
険
事
業
運
営
基
金
（
貯
金
）

を
取
り
崩
し
て
賄
い
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
１
人
当
た
り
の
平
均
引

き
上
げ
額
を
約
２
１
０
０
円
に
抑

え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
そ

の
他
の
不
足
額
な
ど
に
一
般
会
計

か
ら
約
８
億
４
３
０
０
万
円
を
赤

字
補
て
ん
と
し
て
繰
り
入
れ
て
の

予
算
編
成
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、　

年
度
か
ら
段
階
的
に

２３

割
合
を
引
き
下
げ
て
き
た
「
資
産

割
」
に
つ
い
て
改
定
を
行
い
、　
２５

　

市
で
は
、
防
犯
灯
や
装
飾
灯
を

管
理
し
て
い
る
自
治
会
や
商
店
会

に
対
し
て
、
上
半
期
に
掛
か
っ
た

費
用
（
電
気
料
・
取
り
換
え
経
費
）

を
補
助
し
ま
す
。
各
団
体
の
代
表

の
方
に
は
申
請
書
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
必
要
書
類
を
添
付
し
、
６

月　

日
（
金
）
ま
で
に
施
設
管
理

１４
課
（
市
役
所
５
階
）
へ
申
請
し
て

年
度
分
か
ら
資
産
割
の
な
い
賦
課

方
式
に
移
行
し
ま
し
た
。

国
保
税
の
算
定
方
法

　

国
保
税
は
、
負
担
能
力
に
応
じ

て
算
出
さ
れ
る
応
能
割（
所
得
割
）、

受
益
者
負
担
の
意
味
合
い
か
ら
負

担
い
た
だ
く
応
益
割
（
均
等
割
、

世
帯
別
平
等
割
）
の
合
算
に
よ
り
、

次
の
通
り
計
算
さ
れ
ま
す
。

　

◎
応
能
割　

所
得
割
＝
世
帯
の

所
得
に
応
じ
て
計
算

　

◎
応
益
割　

均
等
割
＝
世
帯
の

被
保
険
者
数
に
応
じ
て
計
算
▼
平

等
割
＝
世
帯
ご
と
に
計
算

　

年
度
の
変
更
点

２５
　

◎
税
率
の
改
定

　

左
表
の
通
り
。

　

◎
改
定
総
額

　
　

年
度
国
保
税
の
税
率
な
ど
の

２５
改
定
を
受
け
、
総
額
は
次
の
通
り

見
込
ん
で
い
ま
す
。

　

①
引
き
上
げ
総
額
＝
約
８
１
０

０
万
円

　

②
被
保
険
者
一
人
当
た
り
平
均

＝
年
間
約
２
１
０
０
円
（
１
カ
月

当
た
り
約
１
７
５
円
）
の
引
き
上

げ
　

※
年
間
平
均
額
は
約
８
１
０
０

万
円
を
被
保
険
者
数
（
約
３
万
７

８
０
０
人
）
で
割
っ
た
数
字
。

国

保

事

業

の 

健
全
運
営
に
向
け
て

　

健
や
か
で
安
心
し
て
過
ご
せ
る

生
活
は
、
全
て
の
人
の
願
い
で
す
。

　

時
代
の
変
化
に
対
応
し
将
来
に

わ
た
っ
て
安
定
し
た
国
保
事
業
の

運
営
が
で
き
る
よ
う
、
国
保
税
の

税
率
な
ど
を
改
定
し
ま
し
た
。
ご

理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま

す
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
３

へ
。

納
税
通
知
書（
普
通
徴
収
分
）を
発
送
し
ま
す

　

年
度
市
民
税
・
都
民
税

２５

対
象
と
な
ら
な
い
方

　

①
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
で

も
、
市
民
税
・
都
民
税
の
年
税
額

を
全
て
給
与
か
ら
天
引
き
（
特
別

徴
収
）
さ
れ
る
方

　

②
税
法
上
、
市
民
税
・
都
民
税

が
課
税
さ
れ
な
い
方（
非
課
税
者
）

給
与
天
引
き
さ
れ
て
い 

る
方
で
、納
税
通
知
書
が 

届

く

場

合

　

給
与
か
ら
天
引
き（
特
別
徴
収
）

し
て
い
る
会
社
以
外
の
収
入
（
前

職
分
や
年
金
な
ど
の
副
収
入
な

ど
）
に
係
る
市
民
税
・
都
民
税
を

個
人
で
納
付
（
普
通
徴
収
）
す
る

方
に
発
送
し
ま
す
。

公
的
年
金
か
ら
の
天
引 

き
が
中
止
に
な
る
方

　

市
民
税
・
都
民
税
を
公
的
年
金

か
ら
の
天
引
き
で
納
め
て
い
た
だ

く
方
の　

年
度
市
民
税
・
都
民
税

２５

の
税
額
が
、　

年
度
分
か
ら
大
幅

２４

に
減
少
し
た
場
合
、
公
的
年
金
か

ら
の
天
引
き
が
８
月
か
ら
中
止
と

な
り
ま
す
。
そ
の
際
、
年
税
額
と

徴
収
額
に
差
額
が
発
生
し
個
人
納

付
（
普
通
徴
収
）
と
な
る
場
合
や
、

納
め
過
ぎ
が
発
生
し
還
付
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
前
記

に
該
当
す
る
方
は
納
税
通
知
書
の

備
考
欄
に
「
公
的
年
金
か
ら
の
特

別
徴
収
を
８
月
よ
り
中
止
し
ま

す
」
と
記
載
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

還
付
と
な
る
場
合
は
、
納
税
課
か

ら
通
知
し
ま
す
。

　

歳
未
満
で
公
的
年
金
と 

６５給
与
所
得
の
あ
る
方

　
　

歳
未
満
の
方
で
公
的
年
金
な

６５
ど
の
所
得
と
給
与
所
得
が
あ
り
、

給
与
所
得
に
係
る
市
民
税
・
都
民

税
が
給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い

る
方
は
、
公
的
年
金
な
ど
の
所
得

と
合
わ
せ
て
給
与
か
ら
天
引
き
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ご
希
望
の

方
は
、
勤
務
先
の
担
当
者
に
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。
勤
務
先
か
ら

の
特
別
徴
収
へ
の
切
り
替
え
申
請

に
基
づ
き
処
理
を
行
い
ま
す
。
な

お
、
給
与
所
得
に
係
る
市
民
税
・

都
民
税
の
納
付
方
法
が
普
通
徴
収

（
納
付
書
か
口
座
振
替
）
の
方
は

取
り
扱
い
に
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

　
【
ご
注
意
】　

年
度
の
課
税
・
非

２５

課
税
証
明
書
は
、
６
月　

日
（
月
）

１０

か
ら
発
行
し
ま
す

市
民
税
の
税
率

　

東
久
留
米
市
の
個
人
市
民
税
の

税
率
は
標
準
税
率
を
使
用
し
、
均

等
割
が
３
０
０
０
円
、
所
得
割
の

税
率
は
６
％
で
す
。
な
お
、
一
部

（
財
政
再
建
団
体
お
よ
び
環
境
保

全
税
な
ど
、
超
過
税
率
を
採
用
し

て
い
る
団
体
）
を
除
く
他
団
体
も

同
様
に
標
準
税
率
を
使
用
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
分
離
課
税
の
税
率

に
つ
い
て
も
他
団
体
と
同
様
の
税

率
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係
☎

４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３

３
３
～
２
３
３
７
）
へ
。

防
犯
灯
の
維
持
管
理
に

補
助
金
を
交
付
し
ま
す

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

利
用
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

　

東
久
留
米
市
国
民
健
康
保
険
で

は
、現
在
服
用
し
て
い
る
新
薬（
先

発
医
薬
品
）
か
ら
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
（
後
発
医
薬
品
）
に
切
り

替
え
た
場
合
、
薬
代
の
自
己
負
担

額
が
ど
の
く
ら
い
軽
減
で
き
る
か

く
だ
さ
い
。
提
出
が
遅
れ
る
と
、

補
助
金
の
交
付
が
遅
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
郵
送
で
の
申
請
は
お
受

け
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
道
路
河
川
施
設

担
当
☎
４
７
０
・
７
７
６
７
へ
。

試
算
し
た
通
知
書
を
次
の
方
に
送

付
し
ま
す
。
切
り
替
え
の
参
考
資

料
と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
】東
久
留
米
市
の
保
険
証

を
使
用
し
て　

年
２
月
・
３
月
に

２５

薬
の
処
方
を
受
け
て
い
て
、
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
切
り
替
え
る

こ
と
に
よ
り
、
薬
代
の
自
己
負
担

額
を
一
定
金
額
以
上
軽
減
で
き
る

と
見
込
ま
れ
る　

歳
以
上
の
方

４０

　
【
発
送
時
期
】２
月
に
処
方
の
方

は
６
月
中
、
３
月
に
処
方
の
方
は

７
月
中

　
【
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
切

り
替
え
る
場
合
の
注
意
点
】
主
治

医
や
調
剤
薬
局
の
薬
剤
師
と
十
分

相
談
し
て
く
だ
さ
い
▽
医
師
の
治

療
上
の
判
断
に
よ
り
、
ジ
ェ
ネ
リ

ッ
ク
医
薬
品
が
処
方
さ
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
▽
薬
の
価
格
が
下

が
っ
て
も
、
技
術
料
や
管
理
料
な

ど
薬
以
外
の
料
金
に
よ
っ
て
、
自

己
負
担
の
総
額
が
軽
減
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す

　
【
問
い
合
わ
せ
先
】お
受
け
取
り

に
な
っ
た
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

利
用
通
知
書
に
関
す
る
質
問
は
、

同
通
知
書
に
記
載
の
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
へ

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
３

へ
。

　
　

年
第
２
回
市
議
会
定
例
会

２５
が
６
月
４
日（
火
）～　

日（
火
）

２５

の
日
程
で
開
催
の
予
定
で
す
。

一
般
質
問
が
６
日
（
木
）
～　
１１

日
（
火
）、
常
任
委
員
会
が　

日
１３

（
木
）・　

日
（
月
）、
予
算
特

１７

第
２
回
市
議
会
定
例
会
を

６
月
４
日
（
火
）
か
ら
開
催
し
ま
す

別
委
員
会
が　

日
（
火
）
の
予

１８

定
で
す
（
土
曜
・
日
曜
日
は
休

会
）。

　

詳
し
く
は
議
会
事
務
局
☎
４

７
０
・
７
７
８
９
へ
。

４
月
～
９
月
の
年
金
額 

は　

年
度
と
同
額
で
す

２４

　

総
務
省
か
ら
、　

年
平
均
の

２４

全
国
消
費
者
物
価
指
数
の
対
前

年
比
変
動
率
が
０
・
０
％
と
な

っ
た
こ
と
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
４
月
～
９
月
の
年

金
額
に
つ
い
て
改
定
は
行
わ
れ

な
い
こ
と
に
な
り
、　

年
度
と

２４

同
額
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
現

在
支
給
さ
れ
て
い
る
年
金
は
、

　

年
度
～　

年
度
の
物
価
下
落

１２

１４

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
法
で

年
金
額
を
据
え
置
い
た
こ
と
に

よ
り
、
本
来
の
年
金
額
よ
り

２
・
５
％
高
い
水
準
で
支
払
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

現
役
世
代
（
将
来
、
年
金
を

受
け
取
る
方
）
の
年
金
額
の
確

保
に
つ
な
げ
、
世
代
間
の
公
平

を
図
る
た
め
、　

年
度
～　

年

２５

２７

度
の
３
年
間
で
格
差
を
解
消
す

る
法
律
が
、　

年　

月
に
成
立

２４

１１

し
ま
し
た
。

　

こ
の
法
律
は
、　

年　

月
か

２５

１０

ら
施
行
さ
れ
、　

年　

月
以
降

２５

１０

（　

月
支
払
い
分
以
降
）
の
年

１２
金
額
は
、
４
月
～
９
月
の
年
金

額
か
ら
１
・
０
％
の
引
き
下
げ

が
行
わ
れ
ま
す
。

　
【
世
代
間
格
差
解
消
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
】　

年　

月
＝
マ
イ

２５

１０

ナ
ス
１
・
０
％
▼　

年
４
月
＝

２６

マ
イ
ナ
ス
１
・
０
％
▼　

年
４

２７

月
＝
マ
イ
ナ
ス
０
・
５
％

　

詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・　

・
１
４
１

５６

１
へ
。

資料

国民健康保険税試算例

　年金収入１５０万円で６８歳の方が１人で加入の場合
　　２４年度　１万２,６００円　→　２５年度　１万３,０００円

　年金収入２３０万円で６８歳、６５歳の夫婦で加入の場合
　　２４年度　１０万４,２００円　→　２５年度　１０万９,３００円

　給与収入３５０万円で３９歳、３３歳、７歳の家族で３人加入の場合
　　２４年度　２１万９,３００円　→　２５年度　２３万６００円

　給与収入５００万円で、４０歳、４５歳、１０歳、７歳の家族で４人加入の場合
　　２４年度　３８万４,４００円　→　２５年度　４０万３,７００円

　事業所得が６００万円で、５８歳、５５歳、２５歳、２２歳の家族で４人加入の場合
　　※固定資産税（税額３０万円）を有している場合。
　　２４年度　５７万８,０００円　→　２５年度　５８万７,５００円

国民健康保険の税率改定表
課税限度額平等割額均等割額資産割率所得割率年度

５１０，０００円
６，１００円２３，６００円４．２０％３．８７％２４

医療分
６，４００円２４，７００円廃止４．２３％２５

１４０，０００円２，５００円１０，０００円
１．００％１．８０％２４後期高齢者

支援分 廃止１．８４％２５

１２０，０００円４，３００円８，６００円
２．３０％１．３６％２４

介護分
廃止１．４３％２５


